
院内感染対策に関する取組事項 
 

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方  
感染防止対策は、安心・安全な医療提供の基盤となるものです。当院は、感染防

止対策を医院全体として取り組み、当院に関わる全ての人々を対象として、 院

内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。  

 

2. 院内感染対策に係る組織体制・業務内容  
・感染防止対策部門の設置  

・院内感染管理者の設置  

・最新エビデンスに基づいた「標準予防策」「感染経路別予防策」「職員感染予

防策」「疾患別感染対策」「洗浄・消毒・滅菌・抗菌薬適正使用」等の手順書(マ

ニュアル) 作成  

・年 2 回院内感染対策に関する研修  

・院内感染管理者による地域や、医師会等の院内感染対策に関するカンファレ

ンス、及び新規感染症の発生等を想定した訓練に参加  

・院内感染管理者による 1 週間に 1 回程度の定期的な院内巡回、院内感染防止

対策の実施状況の把握・指導  

 

3. 抗菌薬適正使用のための方策  
当院では、抗菌薬の適正使用を推進するため個々の症例に対して、治療効果の

向上や副作用・耐性菌の減少に努めています。   

 

4. 他の医療機関等との連携体制  
地域の病院・医療施設等と連携し、感染対策に関する問題点を定期的に検討し

ます。 

 

 

外来感染対策向上加算について 
外来において、受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせるよう

な症状を呈する患者様の受入れを行っております。 
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電子的診療情報連携体制整備加算について 
 

1. オンライン請求・オンライン資格確認：実施してい

ます。。  
 

2. 診療費明細書：無償で交付しています。 
 

3. 診療情報・薬剤情報の活用：電子資格確認を利用 

して取得した診療情報（受診歴・薬剤情報等）を、 

診察室で閲覧・活用できる体制です。  
 

4. 電子処方箋の発行：導入済みです。  
 

5. 電子カルテ情報共有サービスの活用：対応予定です。 
 

6. マイナンバーカード（マイナ保険証）の利用率： 

マイナ保険証利用率は３０％以上です。 お声がけや 

ポスター掲示を行っています。 
 

7. 情報取得・活用による質の高い医療の提供： 

上記体制に基づき、十分な情報を取得・活用し診療に

あたります。  
 

 

（算定開始日・令和８年６月 1 日） 
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ベースアップ評価料について 
 

 

当院では、2024 年 6 月施行の診療報酬改定により、

「ベースアップ評価料」を算定し、その一部を患者様に

ご負担頂いております。 

 

本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当

することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して

職務に従事することを目的としております。 

 

ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。  
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一般名処方加算について 
 

 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医

薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しておりま

す。 

 

 後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を

指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処

方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行

う場合があります。 

 

 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した

場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすく

なります。 

 

●一般名処方とは 

 お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に  

記載することです。そうすることで供給不足のお薬 

であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、 

患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 

  

ご理解、ご協力をお願いいたします。 
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明細書発行体制等加算について 
 

 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極

的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、 

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発

行しています。  

 

公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担のない方

についても、明細書を無料で発行しています。  

 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた 

検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解

いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口

にてその旨お申し出下さい。 
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個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 
 

当院は信頼の医療に向けて、良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。

「患者情報（以下、個人情報）」につきましても適切に保護し管理するため、以下の個人情報

保護方針を定め確実な履行に努めます。  
 

１．個人情報の収集について  
当院が個人情報を収集する場合、診療・看護および医療にかかわる範囲で行います。その

他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上

で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。  
 

２．個人情報の利用および提供について  
当院は、個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超え

て使用いたしません。  

 ◎ 患者本人の了解を得た場合  

 ◎ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工¹して利用する場合  

 ◎ 法令等により提供を要求された場合  

当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なく、その情報を第３者²に提供いた

しません。  
 

３．個人情報の適正管理について  
当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、

紛失、破壊、改ざん又は個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。  
 

４．個人情報の確認・修正等について  
当院は、個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、

当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でな

い等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。  
 

５．問い合わせの窓口  
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは下記の

窓口でお受けいたします。       

窓 口  「個人情報保護相談窓口」  
 

６．法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善  
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の

各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。  

 

2023 年 9 月 1 日      

鶴ヶ島ほっこり村診療所      

院長     小川 郁男      
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1 単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。  

2 第３者とは、情報主体および受領者（事業者）以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。  

※ この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。 



保険外負担一覧表 
 

 
 

保険外項目 料金（税込） 

診断書・証明書 ３，０００円 

文書料 ３，０００円 

支払証明書 １，０００円 
   
 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日現在 
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